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放
課
後
児
童
支
援
員
を

　
　
　

募
集
し
て
い
ま
す

　

保
護
者
が
共
働
き
な
ど
の
家
庭

の
小
学
生
を
対
象
に
開
設
し
て
い

る
放
課
後
児
童
会
で
、
遊
び
や
生

活
の
支
援
を
行
う
「
放
課
後
児
童

支
援
員
」
及
び
「
代
用
支
援
員
※
」

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
放
課
後
児
童
支
援
員
が
休
ん
だ
と

き
に
代
替
と
し
て
勤
務（
土
曜
日
、

学
校
休
業
日
の
み
の
勤
務
も
可
）

勤
務
日
時
▽
①
月
～
金
曜
日
…
午

後
１
時
～
６
時
30
分
▽
②
長
期

休
業
日
（
春
・
夏
・
冬
休
み
）

の
月
～
金
曜
日
…
午
前
８
時
～

午
後
６
時
30
分
▽
③
土
曜
日
…

午
前
８
時
～
午
後
６
時
※
②
③

は
早
番
・
遅
番
あ
り

勤
務
場
所
▽
青
森
地
区
及
び
浪
岡

地
区
の
放
課
後
児
童
会

応
募
資
格
▽
保
育
士
、
社
会
福
祉

士
等
の
資
格
、
若
し
く
は
幼
稚

園
、
小
・
中
・
高
等
学
校
の
教

諭
の
免
許
状
を
有
す
る
か
た
／

高
等
学
校
卒
業
者
等
で
あ
り
、

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に

類
似
す
る
事
業
に
２
年
以
上
従

事
し
た
か
た
／
５
年
以
上
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
従
事

し
た
か
た

賃
金
▽
時
給
920
円
※
期
末
手
当
が

支
給
さ
れ
る
場
合
あ
り

申
問
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
８
）

施
設
提
案
型
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ

　
　
　
　

ス
ポ
ン
サ
ー
募
集
中
！

 

市
の
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
新
た
な
歳
入
の

確
保
を
目
的
に
、
愛
称
を
付
け
た
い
施
設
と
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
料

を
提
案
し
て
も
ら
う
「
施
設
提
案
型
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
・
ス
ポ
ン

サ
ー
」
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

問
財
政
課
（
☎
017
―
734
―
５
０
４
８
）

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の

現
況
届
は
６
月
中
に
ご
提
出
を

　

５
月
31
日（
月
）、
児
童
手
当
・

特
例
給
付
受
給
者
に
現
況
届
を
郵

送
し
ま
す
。
可
能
な
限
り
郵
送
に

よ
る
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

提
出
期
間　

６
月
１
日（
火
）～
30

日（
水
）ま
で

提
出
方
法　

①
郵
送
の
場
合
は
６

月
30
日
消
印
有
効（
同
封
の
返

信
用
封
筒
を
使
用
）②
窓
口
に

直
接
提
出

受
付
会
場

　

・
ア
ウ
ガ
６
階
会
議
室

　

・
浪
岡
庁
舎
1
階
健
康
福
祉
課

受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午

後
６
時
（
土
・
日
を
除
く
）

※
や
む
を
得
ず
提
出
期
間
内
に
提

出
で
き
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

※
配
偶
者
の
所
得
が
高
い
な
ど
現

況
届
の
審
査
に
よ
っ
て
受
給
者

を
配
偶
者
に
変
更
し
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

児
童
手
当
（
２
～
５
月
分
）
を

６
月
11
日（
金
）に
支
給
し
ま
す
。

　

出
生
、
転
出
、
転
入
の
際
は
15

日
以
内
に
手
続
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
６
月
は
児
童
手
当
の
支
給
月

手
続
が
遅
れ
る
と
受
給
で
き
な
い

月
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

受
給
者
が
公
務
員
と
し
て
採
用
さ

れ
た
と
き
も
手
続
が
必
要
で
す
。

問
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
３
４
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
１
３
）

私
道
の
寄
附
と
整
備
補
助

私
道
の
寄
附
…
幅
員
、
延
長
、
沿

線
の
戸
数
等
一
定
の
要
件
を
満

た
す
道
路
に
つ
い
て
、
市
へ
の

寄
附
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

私
道
等
の
整
備
補
助
…
町（
内
）会

や
地
域
住
民
の
団
体
な
ど
が
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
私
道
等

を
整
備
す
る
場
合
、
工
事
費
の

７
割
以
内
を
補
助
し
ま
す
。

問
道
路
維
持
課

　
（
☎
017
―
752
―
８
５
５
６
）

　

浪
岡
振
興
部
都
市
整
備
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
６
８
）

　市と民間団体など（ネーミングライツ・スポンサー）との契約により、

市の施設に愛称を付ける取組です。施設提案型ネーミングライツでは、

金銭のみならず役務の提供等（清掃、設備の提供、施設の改修など）の

提案も可能です。

随時募集しています！

ご検討の際は、
事前にご相談ください！

財政課　盛、吉田

ネーミングライツとは

対象施設

●不特定多数の市民が利用する公共施設
　スポーツ施設、文化施設、公園、駐車場、市道、橋梁など
●施設の一部
　建物のホール部分、公園の広場・遊具・公衆トイレなど
　※ネーミングライツの導入が適当でない施設
　市庁舎や学校、既にネーミングライツを導入している施設など

契約期間

原則として、３年以上５年以下の期間

市
か
ら
の
重
要
N
E
W
S

健
康
ナ
ビ

情
報
ひ
ろ
ば
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青
森
市
グ
リ
ー
ン
・
ブ
ル
ー

ツ
ー
リ
ズ
ム
活
動
支
援
事
業

　

グ
リ
ー
ン
・
ブ
ル
ー
ツ
ー
リ
ズ

ム
に
取
り
組
む
農
漁
業
者
や
関
連

事
業
者
の
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

対
象
者
…
市
内
に
住
所
を
有
す
る

農
漁
業
者
等
、
ま
た
は
農
漁
業

者
等
と
連
携
し
て
事
業
を
行
う

関
連
事
業
者
等

補
助
対
象
経
費
例
…

①
農
家
民
泊
の
実
施
に
必
要
な
許

可
手
数
料
や
施
設
整
備
、
新
し

い
体
験
メ
ニ
ュ
ー
づ
く
り
に
必

要
な
設
備
設
置
費
や
Ｐ
Ｒ
経
費

な
ど
（
補
助
率
３
分
の
２
、
上

限
30
万
円
）

②
既
に
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る

農
漁
業
者
や
関
連
事
業
者
等

が
、
農
漁
業
体
験
等
の
受
入
環

境
向
上
の
た
め
の
設
備
設
置
や

修
繕
を
行
い
、
活
動
を
さ
ら
に

広
げ
る
た
め
の
経
費
（
補
助
率

３
分
の
１
、
上
限
６
万
円
）

問
農
業
政
策
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
４
４
）

農
業
委
員
会
事
務
局
か
ら

の
お
知
ら
せ

　

農
業
者
年
金
受
給
者
に
、
農
業

者
年
金
基
金
か
ら
現
況
届
を
郵
送

し
て
い
ま
す
。
６
月
30
日（
水
）ま

で
に
、
忘
れ
ず
に
農
業
委
員
会
事

務
局
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
が
な
い
場
合
、
年
金
が
差

止
め
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
６
月

を
「
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
月
間
」
と

し
て
市
内
の
農
地
を
パ
ト
ロ
ー
ル

し
、
遊
休
農
地
や
農
地
の
違
反
転

用
の
発
生
防
止
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

遊
休
農
地
に
つ
い
て
は
所
有
者

な
ど
に
今
後
の
利
用
意
向
調
査
を

行
い
、
農
地
の
再
生
の
た
め
の
必

要
な
あ
っ
せ
ん
や
利
用
関
係
の
調

整
等
を
実
施
し
、
違
反
転
用
者
に

対
し
て
は
是
正
に
関
す
る
対
応
を

行
い
ま
す
。

　

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
の
際
に
は
農

業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
等
が
調
査
に
伺
い
ま
す
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局

　
（
☎
017
―
761
―
４
３
７
２
）

　

事
務
局
分
室

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
４
８
）

●
６
月
は
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
月
間

●
農
業
者
年
金
の
現
況
届
は

　
　
　
　

６
月
中
に
ご
提
出
を

金婚を迎える

ご夫婦を顕彰します

日　程 時　間 会　場
６/14（月） 10：00～15：00 後潟支所

６/15（火） 10：00～15：00 北部地区農村環境改善センター

６/16（水） 10：00～15：00 油川市民センター

６/17（木） 10：00～15：00 中央市民センター石江分館

６/18（金） 10：00～15：00 滝内福祉館

７/26（月） 10：00～15：00 沖館中学校

７/27（火） 10：00～12：00 千刈小学校

７/28（水） 10：00～15：00 浪打中学校

７/29（木） 10：00～15：00 浪打中学校

８/２（月） 10：00～15：00 造道小学校

８/４（水） 10：00～15：00 東陽小学校

８/５（木） 10：00～15：00 東部市民センター

８/６（金） 10：00～15：00 浜館小学校

※12：00～13：00の間は除く

はかり（質量計）の定期検査

　取引または証明上の計量に使用するはかり（質量計）の定期検査を実施します。

【検査対象】ひょう量が１トン以下の非自動はかり、分銅、おもり

　問（一社）青森県計量協会（☎017－729－1703） 　今年、金婚を迎えるご夫婦を顕彰

します。

対金婚夫婦（昭和46年12月31日まで

に結婚または入籍したご夫婦）

●青森地区

申問６月15日（火）までに、お二人の

氏名・生年月日・住所・電話番号・

結婚または入籍した年月日を記入

の上、郵送またはＦＡＸで青森市

老人クラブ連合会（〒030ー0801

新町一丁目３ー７ ☎017ー723ー

7285、 F 017ー723ー7291）へ

●浪岡地区

申問６月15日（火）までに、浪岡振興部

健康福祉課（☎0172ー62－1134）へ

取引や証明に使用する
はかりは、２年に１度
の定期検査を必ず受け
ましょう。

青
森
市
ス
ポ
ー
ツ
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す

　

市
内
で
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
や
ス

ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
お
手
伝

い
を
し
て
い
た
だ
け
る
か
た
を
募

集
し
て
ま
す
。

【
活
動
イ
ベ
ン
ト
の
例
】

　

ス
ポ
ー
ツ
合
宿
、
地
域
の
ス
ポ
ー

ツ
チ
ー
ム
の
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
な
ど

対
満
18
歳
以
上
の
か
た
（
18
歳
未

満
で
あ
っ
て
も
保
護
者
の
同
意

が
あ
れ
ば
登
録
で
き
ま
す
）

問
地
域
ス
ポ
ー
ツ
課

　
（
☎
017
―
718
―
１
４
３
１
）

公
園
を
利
用
す
る
場
合
の

注
意
点

　

公
園
を
利
用
す
る
際
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
、
次
の
点
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

①
体
調
が
悪
い
と
き
は
利
用
を
控

え
る

②
時
間
・
場
所
を
選
び
、
譲
り
合
う

③
人
と
人
と
の
間
を
空
け
る
（
最

低
１
ｍ
）

④
こ
ま
め
な
手
洗
い
を
す
る

問
公
園
河
川
課

　
（
☎
017
―
752
―
８
３
４
２
）

青森県計量協会　高橋さん

掲載の内容は、５月10日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。

市
か
ら
の
重
要
N
E
W
S

健
康
ナ
ビ

元
気
ま
ち
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か
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N
E
W
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